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今回は「生活保護の制度」についてご紹介しました。経済的な不安や将来への心配を抱える中で、生活
保護という制度は生活の再出発を支える大切な仕組みです。しかし、制度の内容や利用方法については、
まだまだ分かりづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。
弊社では、生活保護受給中の方でも入居可能な施設のご紹介や、身寄りのない方への身元保証サービス
を行っております。「相談先がない」「入居を断られた」とお悩みの方も、まずはお気軽にご相談くだ
さい。私たちが一人ひとりに寄り添い、安心できる暮らしをサポートいたします。あんしる新聞では身
元保証についてもご紹介していますので、ホームページよりバックナンバーもぜひご覧ください。

生活保護の制度とは
～高齢者の約３０人に１人は生活保護を受けています～

生
活
保
護
と
は

病
気
や
高
齢
、
失
業
な
ど
で
生
活
が

困
難
な
方
に
、
国
が
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
の
生
活
を
保
護
し
、
自
立
を
支

援
す
る
制
度
で
す
。
「
最
後
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
も
呼
ば
れ
、
市
区

町
村
の
福
祉
事
務
所
で
本
人
が
申
請
し

ま
す
。
支
給
日
は
自
治
体
に
よ
り
ま
す

が
初
月
1

日
～
5

日
が
多
い
で
す
。

ホームページ

支
給
費
用
の
種
類

支
給
費
用
は
8

種
類
あ
り
、
高
齢
者
に
関
係
が
深
い
も
の
は

【
生
活
扶
助
・
住
宅
扶
助
・
医
療
扶
助
・
介
護
扶
助
・
葬
祭
扶
助
】

の
5

種
類
が
あ
り
ま
す
。

対
応
可
能
な
施
設

生
活
保
護
者
が
入
居
可
能
な
施
設
は
サ

高
住
や
有
料
・
特
養
な
ど
、
ど
ん
な
種
類

で
も
可
能
で
す
。
全
室
対
応
の
施
設
や
、

一
部
枠
を
設
け
る
施
設
も
あ
り
ま
す
。

施
設
で
も
使
え
る

生
活
扶
助
以
外
に
も
【
賃
料
・
暖
房
費

・
診
療
・
薬
・
入
院
・
葬
儀
】
が
対
象
で

す
。

※

水
道
・
ガ
ス
・
電
気
は
生
活
扶
助
に
含

ま
れ
ま
す
。

※

施
設
や
地
域
に
よ
っ
て
対
象
外
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◆
住
宅
扶
助
の
上
限
額(

地
域
ご
と)

◆

３
６
，
０
０
０
円
：
札
幌

３
０
，
０
０
０
円
：
小
樽
・
函
館
・
恵
庭

２
９
，
０
０
０
円
：
江
別

２
８
，
０
０
０
円
：
旭
川

身
寄
り
が
い
な
い

高
齢
で
身
寄
り
の
な
い
方
が
増
え
て
お

り
、
施
設
入
居
時
に
【
身
元
保
証
・
連
帯

保
証
・
緊
急
連
絡
先
・
生
活
支
援
】
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
弊

社
で
は
生
活
保
護
受
給
者
向
け
の
「
身
元

保
証
の
サ
ー
ビ
ス
」
も
提
供
し
て
お
り
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
条
件

生
活
保
護
の
基
準
は
厚
生
労
働
大
臣

が
設
定
し
て
お
り
、
5

年
ご
と
に
見
直

さ
れ
ま
す
。
生
活
保
護
は
以
下
の
条
件

に
あ
て
は
ま
る
場
合
に
受
給
可
能
で
す
。

資
産
が
な
い(

家
・
車
・
預
金)

働
け
な
い(

病
気
・
怪
我
・
高
齢)

親
族
か
ら
援
助
が
受
け
ら
れ
な
い

収
入
が
最
低
生
活
費
を
下
回
る

他
の
手
当
で
も
足
り
な
い(

年
金
・

給
付
金
・
貸
付
金
・
傷
病
手
当
金
な

ど)

最
低
生
活
費
は
年
齢
・
地
域
・
世
帯

構
成
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
例
：
札
幌

市
の
単
身
の
高
齢
者
は
約
11

万
円
～

12

万
円
。
手
当
や
年
金
等
で
不
足
す
る

分
を
「
生
活
扶
助
」
「
住
宅
扶
助
」
な

ど
で
補
い
ま
す
。
就
職
や
収
入
の
申
告

漏
れ
は
不
正
受
給
と
な
り
、
悪
質
な
場

合
は
詐
欺
罪
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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